
 

 

     ２０１８年 2月 2７日 

 

                                                 

株式会社ドコモ・バイクシェア 

品川区、大田区における自転車シェアリング「広域相互利用」を開始 

 

 

 株式会社ドコモ・バイクシェア（以下、ドコモ・バイクシェア）は、「コミュニティサイクル事業実証実験」の運営事業者として品川

区と大田区で２０１８年４月１日（日）より「広域相互利用」を開始いたします。  

 

品川区、大田区は、既に区内における自転車シェアリングを開始しており、今回新たに「広域相互利用」に参入することとなりま

す。 

 

現在サービス提供中の千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、江東区、渋谷区に品川区、大田区を加えた東京都内 

9 区においてご利用いただけるようになります。これに伴い、品川区、大田区ご利用のお客様含め、現在東京都内における「広域

相互利用」をご利用中のお客様も、特別な手続きをすることなく、２０１８年４月１日（日）より、東京都内 9 区にて自転

車の貸出・返却をご利用いただけます。  

 

ドコモ・バイクシェアは、今後も自転車をはじめとする様々な移動手段のシェアリングや、利用分析データの活用を通じた新たな付

加価値サービスの創造を進め、地域に根差した移動手段として、幅広いお客様にご利用いただくことで、温室効果ガス排出量削

減や地域・観光の活性化に寄与してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

本件に関するお問い合わせ先 

【報道機関】 

株式会社ドコモ・バイクシェア 

経営企画部 

ＴＥＬ：０３－３４３４－８１９6 

ＦＡＸ：０３－３４３４－８１９９ 

【お客様】 

コミュニティサイクル運営事務局 

０１２０－１１６－８１９ 

 

 



 

広域相互利用の概要 

 

1． 広域相互利用対象サービス 

 

・千代田区コミュニティサイクル 

・中央区コミュニティサイクル 

・港区自転車シェアリング 

・新宿区自転車シェアリング 

・文京区自転車シェアリング 

・江東区臨海部コミュニティサイクル 

・品川区シェアサイクル 

・大田区コミュニティサイクル 

・渋谷区コミュニティサイクル 

 

2．開始時期  

２０１８年４月１日(日) 

 

3. ご利用料金 

 

 

 

4．営業時間 

年中無休・２４時間（一部サイクルポートにおいては利用時間に制限があります） 

 

5．サイクルポート数・自転車台数 

サイクルポート408か所、自転車5,090台（２０１８年１月末時点） 

今後順次拡大予定です。 

 

別紙 


